
解
説
　
華
道
家
元
池
坊
総
務
所
蔵
「
御
代
替
御
礼
継
目
御
礼
記
録
」
　

今
江
　
秀
史

一
　
は
じ
め
に

江
戸
幕
府
で
は
、
将
軍
の
代
替
わ
り
に
あ
た
り
、
先
代
将
軍
の
葬
送
、
代
替
御
礼
と
呼

ば
れ
る
参
賀
、
将
軍
着
任
の
将
軍
宣
下
が
一
連
の
儀
礼
と
し
て
行
わ
れ
た

）
1
（

。
ま
た
、
寺
社
領

地
の
朱
印
改

）
2
（

が
な
さ
れ
た
。
代
替
御
礼
に
つ
い
て
は
、
徳
川
御
三
家
を
は
じ
め
と
す
る
幕
府

の
関
係
者
で
行
わ
れ
た
後
、
寺
社
奉
行
よ
り
命
ぜ
ら
れ
た
寺
社
も
参
加
し
た

）
3
（

。
将
軍
の
代
替

わ
り
の
際
に
は
、
一
方
、
特
定
の
寺
院
の
住
職
交
代
に
お
い
て
は
継
目
御
礼

）
4
（

の
儀
礼
が
行
わ

れ
た
。
こ
れ
ら
の
行
事
の
場
所
は
、
い
ず
れ
も
江
戸
城
で
あ
っ
た
。

華
道
家
元
池
坊
総
務
所
（
京
都
市
中
京
区
）
が
所
蔵
す
る
本
史
料
は
、
元
治
元
年

（
一
八
六
四
）
五
月
一
日
に
二
条
城
で
実
施
さ
れ
た
代
替
御
礼

）
5
（

と
継
目
御
礼
に
関
す
る
記
録

で
あ
る
。

　
件
の
代
替
御
礼
は
、
第
一
三
代
将
軍
徳
川
家
定
（
一
八
二
四
～
五
八
・
在
位
一
八
五
三
～

五
八
）
か
ら
第
一
四
代
家
茂
（
一
八
四
六
～
六
六
・
在
位
一
八
五
八
～
六
五
）
の
代
替
わ

り
に
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
。
継
目
御
礼
に
つ
い
て
は
、
池
坊
専
正
（
華
道
家
元
第
四
二
世
、

一
八
三
九
～
一
九
〇
八
）
の
六
角
堂
頂
法
寺
住
職
へ
の
就
任
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
天
保

九
年
（
一
八
三
八
）
に
行
わ
れ
た
先
代
に
当
た
る
池
坊
専
明
の
代
替
御
礼
は
、
朱
印
改
と
併

せ
て
行
わ
れ
た

）
6
（

。

先
述
し
た
よ
う
に
代
替
御
礼
と
継
目
御
礼
は
、
江
戸
城
で
行
わ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
っ

た
。
家
定
か
ら
家
茂
へ
の
代
替
御
礼
に
つ
い
て
も
、
江
戸
城
で
実
施
さ
れ
た

）
7
（

。
文
久
三
年

（
一
八
六
三
）
に
将
軍
家
茂
は
、
寛
永
一
一
年
（
一
六
三
四
）
の
第
三
代
家
光

）
8
（

以
来

）
9
（

と
な
る
、

二
二
九
年
ぶ
り
の
上
洛
を
果
た
し
た
。
二
条
城
の
黒
書
院
に
お
け
る
家
茂
の
代
替
御
礼
は
、

そ
の
翌
年
に
行
わ
れ
た
二
度
目
の
上
洛
に
合
わ
せ
て
催
さ
れ
た
。
そ
れ
は
前
例
を
見
な
い
も

の
で
あ
っ
た

）
10
（

。
通
例
で
は
専
正
の
継
目
御
礼
も
、
江
戸
城
が
会
場
と
な
る
は
ず
で
あ
っ
た
が
、

特
別
に
代
替
御
礼
と
併
せ
て
二
条
城
の
遠
侍
で
行
わ
れ
た
。

代
々
華
道
家
元
を
務
め
て
き
た
六
角
堂
頂
法
寺

）
11
（

の
住
職
は
、
延
享
三
年
（
一
七
四
六
）

池坊専正口上覚書

番号 年　月　日

1 御代替御礼住職継目御礼記録 (元治元甲子年五月) 池坊四十二世
専　正

竪  帳

2 文久二戌年一二月 六角堂池坊 　状

　〃

　〃

　〃

3 鈴木宗栄書状 (元治元年)四月二六日 宗　栄

4 田中直右衛門・ 田中直右衛門

井上栄次郎書状 井上栄次郎

5 高瀬友益書状 〃 高瀬友益

　 〃

　 〃

6
東御上洛懸り
      証文方

池　坊

7 東町奉行所略図  ―

 ―

― 　図

8 高瀬友益書状 （元治元年）四月二九日 友　益 　状

9 鈴木宗栄書状 　 〃 宗　栄 　 〃

10 六角堂池坊名札 ― 〃

11 五月朔日役儀御礼書付 （元治元年）五月一日 ― 横  帳

12 立花上覧例書 六角堂池坊 　状

13 鈴木宗栄書状 （元治元年）五月八日 宗　栄

14 池坊専正口上覚 元治元年子七月
六角堂頂法寺
池坊

東町奉行所証文方書付（写）

池坊書付（写）

（元治元年）四月二九日

　　　　　 
　　　　　 〃

史料名 差出／作成者 形　態

（元治元年）四月二七日

 １冊

 １通

　 〃

　 〃

　 〃

　 〃

 １舗

 １通

　〃

 ４枚

　

 １冊

 １通

　 〃

数　量

　 〃

表１　史料一覧

―

御奉行所

池の坊

池御坊

―

池の坊

御奉行所

六角堂池坊

(証文方)　　

宛　所

近藤大和

―

―

―

―

― ―

　〃

表１　史料一覧

元離宮二条城歴史資料
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に
第
九
代
家
重
の
命
を
受
け
た
池
坊
専
純
（
華
道
家
元
第
三
六
世
）
以
来
、
代
替
御
礼
も
し

く
は
継
目
御
礼 )12

(

の
際
に
「
立
花
上
覧
」
の
儀
礼

）
13
（

を
江
戸
城
で
行
っ
て
い
た

）
14
（

。
専
正
は
、
前
例

）
15
（

 
に
し
た
が
い
二
条
城
に
お
い
て
も
立
花
上
覧
を
行
う
心
づ
も
り
で
あ
っ
た
。
し
か
し
家
茂
は
、

代
替
御
礼
の
後
に
時
を
あ
け
ず
大
坂
へ
行
く
こ
と
か
ら

）
16
（

延
期
し
た
。
そ
の
後
、
幕
末
の
混
乱

に
激
し
さ
が
増
し
、
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
に
は
江
戸
幕
府
が
閉
幕
し
た
た
め
、
二
条
城

で
立
花
上
覧
が
行
わ
れ
る
機
会
は
失
わ
れ
た

）
17
（

。

本
史
料
は
、
家
茂
が
滞
在
し
た
時
期
の
二
条
城
の
具
体
的
な
使
い
方
の
一
端
を
知
ら
せ

る
。
一
四
点
の
文
書
（
写
真
１
）
は
、
専
正
が
一
ま
と
め
に
整
理
し
た
上
で
一
つ
の
封
筒
に

入
れ
ら
れ
、
華
道
家
元
池
坊
総
務
所
で
保
管
さ
れ
て
き
た
（
写
真
２
）
。
現
状
、
こ
の
封
筒
に
は
、

同
研
究
所
に
よ
っ
て
関
係
性
が
あ
る
と
み
な
さ
れ
た
二
之
丸
御
殿
の
平
面
図
（
図
１
）
が
含

め
ら
れ
て
い
る
。

二
　
各
史
料
の
解
説

　
各
史
料
に
は
、
通
し
番
号
を
付
す
も
の
と
す
る
。
同
日
付
の
史
料
に
つ
い
て
は
書
付
を

先
と
し
た
。
史
料
に
関
す
る
詳
細
は
、
表
1
に
示
し
た
。
以
下
、
史
料
ご
と
に
概
説
を
行
う
。

史
料
１
は
、
専
正
が
二
条
城
で
行
わ
れ
た
代
替
御
礼
と
継
目
御
礼
の
実
施
の
前
後
に
つ

い
て
記
録
し
た
も
の
で
あ
る
（
写
真
３
）
。
同
史
料
の
内
容
は
、
「
奉
願
口
上
覚
」
（
代
替
御

礼
、
継
目
御
礼
願
い
の
事
）
二
通
、
「
先
例
書
」
（
第
九
代
か
ら
第
一
三
代
将
軍
代
替
わ
り
の

事
）
一
通
、
「
例
書
」
（
寛
政
九
年
、
文
政
五
年
継
目
御
礼
願
い
の
事
）
一
通
、
「
書
付
」
（
東

町
奉
行
所
へ
罷
り
出
に
付
き
）
一
通
、「
書
付
」
（
登
城
に
伴
う
作
法
に
関
す
る
こ
と
に
付
き
）

一
通
の
写
し
な
ど
か
ら
な
る
。

史
料
２
～
14
は
、
主
と
し
て
幕
府
の
関
係
者
と
池
坊
方
と
の
通
信
に
関
す
る
も
の
で
あ

る
。
史
料
１
は
、
史
料
２
～
14
の
内
容
を
反
映
し
た
箇
所
が
認
め
ら
れ
、
こ
れ
ら
を
元
に
作

成
さ
れ
た
。

史
料
１

　
〔
御
代
替
御
礼
住
職
継
目
御
礼
記
録
〕

（
一
）
御
礼
の
申
し
出
か
ら
準
備
の
こ
と

池
坊
専
正
は
、
元
治
元
年
三
月
付
で
、
東
町
奉
行
所
（
東
御
役
所
）
へ
継
目
御
礼
を
申

し
出
た[

ア
・
イ]

。
そ
の
際
の
口
上
覚
に
は
、
将
軍
家
定
が
在
職
中
の
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）

に
、
六
角
堂
頂
法
寺
の
先
代
住
職
で
あ
る
池
坊
専
明
が
、
継
目
御
礼
を
申
し
出
た
こ
と
に
関

す
る
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
時
期
の
家
定
は
、
病
気
を
患
っ
て
い
た
の
で
叶
わ
な

か
っ
た
。
そ
の
後
、
万
延
二
年
（
一
八
六
一
）
二
月
に
は
、
専
正
が
専
明
か
ら
同
寺
の
住
職

を
引
き
継
い
だ
。
そ
こ
で
再
び
継
目
御
礼
を
申
し
出
た
と
こ
ろ
、
病
気
を
理
由
に
延
引
と
な

っ
た
。
あ
ら
た
め
て
同
年
七
月
に
申
し
出
た
と
こ
ろ
、
家
定
に
代
わ
っ
て
将
軍
に
就
い
た
家

茂
に
上
洛
の
予
定
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
二
条
城
で
の
継
目
御
礼
を
願
い
出
る
こ
と
に
な
っ
た 

[

ウ]

。

口
上
覚
に
は
、
過
去
の
代
替
御
礼
に
係
る
概
要
を
記
し
た
例
書
が
二
通
添
え
ら
れ
た
。

そ
の
う
ち
先
例
書[

エ]

に
は
、
第
九
代
家
重
か
ら
第
一
三
代
家
定
ま
で
の
五
名
（
表
２
、

３
）
に
関
し
て
、
江
戸
城
へ
の
登
城
の
年
月
日
、
献
上
物
、
場
所
（
帝
鑑
之
間
、
檜
の
間
）
、

時
服

）
18
（

の
拝
領
に
つ
い
て
記
さ
れ
た
。

例
書[

オ]

に
は
、
第
一
一
代
家
斉
の
在
位
中
に
行
わ
れ
た
寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）

四
月
と
文
政
五
年
（
一
八
二
二
）
二
月
の
継
目
御
礼
に
係
る
概
要
が
記
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、

先
例
書
に
お
け
る
家
斉
の
項
目
の
末
尾
に
書
き
か
け
ら
れ
な
が
ら
、
抹
消
さ
れ
た
事
柄
が
、

別
途
書
き
改
め
ら
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
例
書
が
作
ら
れ
た
理
由
は
、
家
斉
の
在
職
時
に
、

華
道
家
元
第
四
〇
世
専
定
と
第
四
一
世
専
明
に
よ
る
、
二
度
の
継
目
御
礼
が
あ
っ
た
こ
と
を

明
示
す
る
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

三
月
二
三
日
、
樫
本
五
兵
衛
は
、
先
述
の
口
上
を
受
け
て
奉
行
所
に
来
る
よ
う
求
め
る

書
付[

カ]

を
、
池
坊
方
へ
持
参
し
た
。
そ
れ
を
受
け
て
、
専
正
の
名
代
を
務
め
た
近
藤
大

和
（
春
彦

）
19
（

）
は
、
川
嶋
長
次
郎
の
付
き
添
い
に
よ
り
、
三
月
二
三
日
の
五
ツ
半
時
（
午
前
九

時
）
に
、
東
町
奉
行
所
へ
出
向
い
た
。
そ
こ
で
、
証
文
方

）
20
（

の
与
力
・
黒
田
小
左
衛
門
と
同
心
・

柴
田
勇
四
郎

）
21
（

と
対
面
し
、
将
軍
へ
の
御
目
見
を
仰
せ
つ
け
ら
れ
た
。
期
日
に
つ
い
て
は
、
追

っ
て
知
ら
せ
が
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
御
礼
に
あ
た
っ
て
、
城
内
で
の
対
応
を
す

る
御
殿
番
や
玄
関
番
な
ど
と
い
っ
た
番
方

）
22
（

の
役
割
、
献
上
物
（
十
帖
一
本

）
23
（

一
台
）
な
ど
に

つ
い
て
の
確
認
が
な
さ
れ
た
（
附
紙
１
）
。
ま
た
、
文
政
五
年
（
一
八
二
二
）
と
天
保
九
年

（
一
八
三
八
）
の
江
戸
城
に
お
け
る
継
目
御
礼
に
係
る
世
話
人
へ
の
礼
金
に
つ
い
て
も
省
み

ら
れ
た
様
子
が
窺
い
知
れ
る
（
附
紙
２
）
。

池
坊
方
は
、
翌
日
の
九
ツ
時
（
正
午
）
に
東
町
奉
行
所
の
証
文
方
よ
り
、
同
所
へ
出
向

く
よ
う
申
し
付
け
ら
れ[

キ]

、
同
日
付
で
承
諾
し
た
。
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東
町
奉
行
所
へ
出
向
い
た
こ
と
に
つ
い
て
の
概
要
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る[

ク]

。
池

坊
方
は
、
二
人
の
侍
ら
を
伴
っ
て
、
同
月
二
九
日
の
四
ツ
半
時
（
午
前
一
一
時
）
に
東
町
奉

行
・
小
栗
下
総
守
（
政
寧
）
の
所
へ
と
参
じ
た
。
池
坊
が
柴
田
勇
四
郎
と
面
会
し
た
と
こ
ろ
、

こ
の
日
、
将
軍
家
茂
が
内
裏
へ
参
上
す
る
こ
と
か
ら
、
小
栗
は
早
朝
よ
り
二
条
城
へ
登
城
し

て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
結
果
と
し
て
池
坊
方
に
は
、
小
栗
が
奉
行
所
へ
戻
る
ま
で
待

機
す
る
必
要
が
生
じ
た
。

そ
こ
で
、
待
機
す
る
た
め
の
宿
を
探
す
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
公
事
宿

）
24
（

の
鍵
屋
を
は

じ
め
悉
く
塞
が
っ
て
い
た
の
で
、
一
旦
、
六
角
堂
頂
法
寺
に
戻
っ
て
待
つ
の
は
ど
う
か
と
奉

行
所
側
に
尋
ね
た
。
す
る
と
、
奉
行
所
の
近
く
で
控
え
る
よ
う
申
し
付
け
ら
れ
た
。
再
び
宿

を
探
し
た
と
こ
ろ
、
神
泉
苑
町
下
ル
西
側
の
丹
波
屋
を
待
機
所
と
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
夜

に
な
っ
て
迎
え
が
来
た
の
で
、
奉
行
所
へ
と
向
か
っ
た
。
そ
こ
で
柴
田
と
再
び
面
会
し
、
日

向
半
切
と
呼
ば
れ
る
料
紙
に
認
め
ら
れ
た
書
付
を
渡
さ
れ
て
退
出
し
た
。
帰
宅
は
夜
四
ツ
時

（
午
後
一
〇
時
）
前
と
な
っ
た
。

前
述
し
た
東
町
奉
行
所
か
ら
渡
さ
れ
た
書
付[

ケ]
の
内
容
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

翌
月
一
日
に
二
条
城
へ
登
城
し
、
そ
の
際
は
作
法
に
則
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
御
礼
に
際
し
て

は
、
独
礼
等
を
望
む
者

）
25
（

の
人
数
が
多
く
、
部
屋
も
手
狭
な
の
で
略
式
と
さ
れ
た
。
但
し
書
き

と
し
て
、
代
替
御
礼
と
継
目
御
礼
の
両
方
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
御
心
得
て
登
城
せ
よ
と
あ
っ

た
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
家
茂
の
代
替
御
礼
と
家
定
の
代
に
延
引
さ
れ
て
い
た
継
目
御
礼
が
許
さ

れ
、
実
施
へ
の
運
び
へ
と
至
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

（
二
）
御
礼
当
日
か
ら
事
後
の
こ
と

御
礼
の
行
列
・
登
城
・
入
城
・
御
礼
の
事
に
つ
い
て
書
か
れ
た
覚
書[

コ]

に
よ
る
と
、

五
月
一
日
六
ツ
半
時
（
午
前
七
時
）
、
御
礼
へ
向
か
う
池
坊
の
行
列
が
揃
っ
た
。
各
人
が
着

た
衣
服
に
つ
い
て
も
記
載
さ
れ
て
い
る
。

行
列
の
先
頭
は
露
払
い
役

）
26
（

一
名
で
あ
り
、
そ
の
後
に
三
名
の
徒か

ち士
が

）
27
（

横
に
並
ん
だ
。
池

坊
専
正
を
乗
せ
る
輿
は
、
四
名
の
陸

ろ
く
し
ゃ
く

尺
が

）
28
（

担
ぎ
、
そ
の
左
右
に
和
田
康
次
郎
と
真
崎
才
蔵
が

付
い
た
。
さ
ら
に
靴
箱
と
笠
箱
持
ち
そ
れ
ぞ
れ
二
名
が
横
に
並
び
、
近
藤
大
和
（
春
彦
）
、

草
履
取
り
の
若
党

）
29
（

、
合
羽
籠
持
ち
二
名
、
両
掛

）
30
（

持
ち
、
宰
領

）
31
（

役
が
続
き
、
棒
頭

）
32
（

の
伊
勢
屋

幸
助
と
続
い
た
。
単
純
な
計
算
で
は
、
約
二
〇
名
の
行
列
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
寺
門
を
出
発
し
た
の
は
、
六
ツ
半
時
を
過
ぎ
た
頃
で
あ
っ
た
。
登
城
の
行
程
は
、
東
洞
院

通
か
ら
六
角
通
を
西
へ
進
み
、
室
町
通
で
北
行
し
て
押
小
路
通
で
再
び
西
方
へ
曲
が
り
、
油

小
路
を
通
じ
二
条
通
へ
と
出
て
、
堀
川
通
へ
と
至
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
二
条

堀
川
橋
の
下
馬
札
前
で
荷
物
を
降
し
、
池
坊
専
正
は
東
大
手
門
の
門
前
で
輿
を
下
り
た
。
入

城
し
た
の
は
、
専
正
と
近
藤
ら
七
名
と
み
ら
れ
る
。

　
東
大
手
門
か
ら
入
城
後
は
、
唐
門
を
通
っ
て
車
寄
（
玄
関
）
に
至
り
、
玄
関
番
松
井
金
一

の
出
迎
え
に
よ
り
二
之
丸
御
殿
に
上
が
っ
た
。
玄
関
よ
り
先
は
、
専
正
と
近
藤
だ
け
と
な
っ

た
。
階
段
の
登
り
口
か
ら
は
、
数
寄
屋
坊
主

）
33
（

鈴
木
宗
栄
の
案
内
と
な
り
、
専
正
ら
は
遠
侍

一
の
間
に
お
け
る
殿
上
の
間
に
着
座
し
た
。
そ
こ
に
数
寄
屋
坊
主
佐
野
宗
眠
や
表
坊
主

）
34
（

高

瀬
友
益
、
松
井
ら
五
名
が
挨
拶
へ
来
た
後
、
専
正
た
ち
は
、
す
ぐ
に
高
瀬
の
案
内
で
御
殿
向

き
の
拝
見
と
な
っ
た
。
次
に
御
礼
が
行
わ
れ
る
黒
書
院
牡
丹
の
間
を
拝
見
し
た
後
、
こ
こ
で

新
建
の
二
百
畳
の
間

）
35
（

の
屏
風
で
仕
切
ら
れ
た
所
に
案
内
さ
れ
、
休
息
し
た
。

休
息
の
間
、
坊
主
下
役
の
六
尺

）
36
（

が
茶
と
煙
草
盆
を
差
し
入
れ
、
そ
の
後
も
四
人
が
代
わ

る
が
わ
る
様
子
を
尋
ね
、
御
礼
の
刻
限
を
伝
え
に
来
た
。
や
が
て
御
殿
番
の
井
上
栄
次
郎
が

弁
当
を
運
ん
で
来
た
。
下
役
六
尺
が
土
瓶
に
て
茶
を
給
し
た
。
弁
当
の
空
き
箱
は
井
上
が
供

の
者
へ
下
げ
渡
し
た
。
池
坊
の
献
上
物
は
、
井
上
が
二
百
畳
の
間
の
廊
下
へ
持
っ
て
行
き
、

そ
こ
か
ら
牡
丹
の
間
へ
は
坊
主
（
表
坊
主
か
）
が
運
ん
だ
。

　
や
が
て
東
町
奉
行
所
の
黒
田
小
左
衛
門
が
迎
え
に
来
た
。
黒
田
か
ら
は
気
遣
い
と
し
て
、

献
上
物
の
用
意
に
つ
い
て
、
掛
り
の
坊
主
と
会
っ
た
か
に
つ
い
て
聞
か
れ
た
。
ま
た
、
同
じ

御
殿
内
で
も
、
殿
中
（
表
坊
主
）
と
そ
の
外
（
数
寄
屋
坊
主
）
で
は
掛
り
の
坊
主
が
違
う
の

で
、
引
き
合
わ
せ
る
よ
う
言
っ
て
お
け
、
か
つ
東
町
奉
行
小
栗
下
総
守
（
政
寧
）
も
出
勤
し

て
い
る
の
で
、
尋
ね
た
い
こ
と
が
あ
れ
ば
尋
ね
る
よ
う
に
言
わ
れ
た
。
さ
ら
に
、
御
殿
の
中

ノ
口
行
当
り
廊
下
に
町
奉
行
詰
所
と
い
う
書
付
が
あ
る
の
で
、
御
礼
が
済
め
ば
詰
所
に
届
け

出
て
帰
る
よ
う
に
、
あ
わ
せ
て
、
本
日
、
帰
る
時
に
は
、
両
町
奉
行
へ
挨
拶
に
回
る
よ
う
に

と
言
わ
れ
た
。

九
ツ
半
時
（
午
後
一
時
）
時
に
は
、
高
瀬
と
佐
野
の
案
内
に
よ
り
予
行
を
し
た
後
、
す

ぐ
に
御
礼
を
行
い
、
滞
り
無
く
終
わ
っ
た
。

　
近
藤
は
蘇
鉄
の
間
入
り
口
に
控
え
て
お
り
、
目
付
の
建
部
徳
次
郎
と
戸
川
伴
三
郎
、
奏
者
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番
の
本
庄
宮
内
少
輔
に
御
礼
の
報
告
を
し
た
。
最
後
に
二
百
畳
の
間
へ
戻
っ
た
と
こ
ろ
坊
主

が
来
て
、
任
意
で
帰
る
よ
う
伝
え
ら
れ
た
。
近
藤
が
町
奉
行
方
の
詰
所
へ
名
札
を
持
参
し
、

帰
る
こ
と
を
届
け
出
て
、
井
上
の
所
へ
案
内
し
て
も
ら
い
、
坊
主
に
玄
関
ま
で
見
送
ら
れ
た
。

な
お
、
札
所
を
通
れ
な
か
っ
た
道
具
箱
は
、
日
暮
れ
前
に
は
堀
川
通
へ
廻
し
、
帰
り
に
支
障

が
な
い
よ
う
配
慮
さ
れ
た
。

東
大
手
門
の
門
前
に
お
い
て
池
坊
は
輿
に
乗
り
、
関
係
者
へ
の
挨
拶
廻
り
を
し
、
南
町

奉
行
を
除
い
て
扇
子
が
五
本
入
っ
た
箱
を
献
上
し
た
。
廻
勤
先
一
〇
名
の
一
覧
に
つ
い
て
書

か
れ
た
覚
書
［
サ
］
に
よ
る
と
、
前
項
の
末
で
述
べ
た
よ
う
に
、
東
大
手
門
か
ら
退
城
し
た
後
、

御
礼
の
関
係
者
へ
の
回
勤
が
行
わ
れ
た
（
図
２
）
。
そ
の
対
象
は
、
老
中
三
名
、
若
年
寄
三
名
、

京
都
所
司
代
、
東
西
の
町
奉
行
、
惣
裁
職
の
一
〇
名
で
あ
っ
た
。
東
西
の
町
奉
行
以
外
に
つ

い
て
は
、
宿
所
が
記
載
さ
れ
て
い
た

）
37
（

。

元
治
元
年
四
月
に
老
中
と
な
っ
た
稲
葉
正
邦
は
、
前
職
で
あ
る
京
都
所
司
代
の
屋
敷
を

宿
と
し
た
。
同
月
に
京
都
所
司
代
に
任
じ
ら
れ
た
桑
名
藩
主
松
平
定
敬
は
、
鷹
ヶ
峯
に
置
か

れ
た
同
藩
の
陣
屋
に
泊
ま
っ
た
。
残
り
の
老
中
の
宿
所
は
以
下
の
通
り
。
小
浜
藩
主
酒
井
忠

績
は
、
千
本
屋
敷

）
38
（

に
宿
し
た
。
出
羽
山
形
藩
主
水
野
忠
精
は
亀
屋
に
泊
ま
っ
た
。
若
年
寄
で

あ
る
秋
月
種
樹
、
田
沼
意
尊
、
稲
葉
正
巳
の
三
名
の
宿
所
は
、
そ
れ
ぞ
れ
浄
土
宗
勝
厳
院

）
39
（

、

曹
洞
宗
慈
眼
寺

）
40
（

、
浄
土
真
宗
栄
正
寺

）
41
（

で
あ
っ
た
。
惣
裁
職
の
松
平
直
克
は
、
顕
本
法
華
宗
妙

満
寺

）
42
（

に
宿
し
て
い
た
。

廻
勤
が
終
わ
り
帰
着
し
た
時
刻
は
、
七
ツ
時
（
午
後
四
時
）
で
あ
っ
た
。

　
御
目
見
の
た
め
の
登
城
に
当
た
っ
て
は
、
二
種
の
札[

シ]

が
用
意
さ
れ
た
。
大
き
さ
は
、

ど
ち
ら
も
縦
が
四
寸
三
分
、
横
が
三
寸
八
分
で
あ
っ
た
。
一
つ
目
は
、
二
之
丸
御
殿
の
玄
関

番
、
二
つ
目
は
東
大
手
門
の
門
番
へ
差
し
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

五
月
一
日
の
代
替
御
礼
、
同
二
日
の
廻
勤
、
立
花
上
覧
の
延
引
等
の
事
に
つ
い
て
書
か

れ
た
覚
書[

ス]

は
、
御
礼
の
当
日
と
そ
の
後
に
つ
い
て
の
手
記
で
あ
る
。

近
藤
大
和
（
春
彦
）
は
、
今
朝
（
五
月
一
日
）
、
二
百
畳
の
間
の
詰
所
に
お
い
て
、
井
上

栄
次
郎
に
封
金
を
渡
し
た
（
表
４
）
。
三
月
一
〇
日
に
御
礼
を
願
い
出
る
に
当
た
り
、
御
徒

士
目
附
頭
の
清
水
畸
太
郎
に
内
見
等
を
頼
み
、
殿
中
で
の
物
事
に
つ
い
て
も
支
援
を
得
た
こ

と
に
よ
り
、
本
日
（
五
月
一
日
）
、
滞
り
な
く
御
礼
に
勤
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
近
藤
は
、

室
町
通
三
条
の
旅
館
の
井
上
の
元
へ
、
旅
中
見
舞
い
と
し
て
五
百
疋
の
菓
子
料
金
を
持
参
し

た
。五

月
二
日
に
は
、
近
藤
が
御
礼
の
関
係
者
へ
あ
い
さ
つ
回
り
を
し
た
（
表
５
）
。
そ
の
う

ち
井
上
に
つ
い
て
は
、
儀
礼
の
最
初
か
ら
世
話
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
別
に
心
付
け
金
と
し

て
三
百
疋
を
渡
し
た
。

御
礼
の
当
日
、
専
正
は
先
例
に
基
づ
い
て
、
立
花
上
覧
に
つ
い
て
伺
っ
た
と
こ
ろ
、
翌

日
（
二
日
）
に
家
茂
が
参
内
す
る
た
め
、
差
し
控
え
た
。
さ
ら
に
家
茂
は
、
同
七
日
に
大
坂

へ
発
つ
こ
と
か
ら
、
今
回
は
延
引
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
同
一
六
日
迄
、
家
茂
は
大
坂
に
滞

在
す
る
と
の
こ
と
だ
っ
た
。

家
茂
が
京
都
を
発
駕
す
る
当
日
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
目
付
の
杉
浦
兵
庫
頭
（
勝
静
）

と
岩
田
半
太
郎
か
ら
知
ら
せ
が
あ
っ
た
［
セ
］
。
そ
の
日
は
、
二
条
城
内
外
の
門
々
や
殿
中

に
お
け
る
定
、
見
送
り
場
所
や
服
装
に
つ
い
て
、
か
ね
て
か
ら
打
ち
合
わ
せ
て
い
た
こ
と
を

心
得
る
よ
う
に
と
さ
れ
た
。
な
ら
び
に
二
条
口
内
へ
行
く
人
々
は
、
三
条
口
新
柵
の
際
よ
り

東
大
手
門
外
の
腰
掛
の
方
に
立
ち
並
ぶ
こ
と
と
さ
れ
た
（
図
３
、
参
考
図
１
〈
一
〇
五
頁
〉
）
。

先
述
の
両
目
付
か
ら
は
、 

家
茂
に
お
け
る
二
条
城
か
ら
大
坂
城
へ
の
道
筋
に
つ
い
て
も
知

ら
さ
れ
た
［
ソ
］
。
二
条
城
の
東
大
手
門
を
出
た
後
の
経
路
は
、
三
条
通
か
ら
烏
丸
通
、
四
条
通
、

寺
町
通
、
五
条
通
り
を
通
じ
て
、
伏
見
街
道
に
至
る
。
そ
こ
か
ら
伏
見
稲
荷
大
社
の
境
内
裏

道
通
り
へ
出
て
、
愛
染
院

）
43
（

で
小
休
憩
す
る
。
そ
こ
か
ら
京
町
通
を
通
じ
て
豊
後
橋
に
至
っ
て
、

橋
際
の
石
場
か
ら
乗
船
し
、
宇
治
川
を
経
由
し
て
淀
川
を
下
る
。
そ
の
船
上
で
将
軍
は
弁
当

を
食
べ
、
大
坂
の
備
前
橋
よ
り
上
陸
し
て
、
京
橋
喰
違
御
堀
場
に
至
り
、
大
坂
城
大
手
門
よ

り
入
城
し
た
。

御
礼
の
行
列
・
登
城
・
入
城
・
御
礼
の
事
に
つ
い
て
書
か
れ
た
覚
書
［
タ
］
は
、
前
掲
の
［
コ
］

と
同
様
の
事
柄
を
述
べ
て
い
る
。
一
部
は
箇
条
書
き
と
な
っ
て
い
る
。［
コ
］
と
比
較
す
れ
ば
、

こ
の
［
タ
］
は
、
よ
り
詳
し
く
説
明
さ
れ
て
い
る
箇
所
が
あ
る
と
共
に
、
挿
図
が
含
ま
れ
て

い
る
。
こ
こ
で
は
挿
図
を
参
照
し
て
、
主
な
部
分
の
み
を
採
り
上
げ
る
。

　
御
礼
が
あ
っ
た
五
月
一
日
は
曇
り
で
あ
り
、
九
ツ
時
（
正
午
）
よ
り
雨
が
降
っ
た
が
、
そ

の
後
は
晴
れ
た
。
行
列
に
は
、
三
名
の
侍
（
和
田
康
太
郎
、
真
崎
才
蔵
、
白
井
又
二
郎
）
が

随
行
し
た
。
玄
関
ま
で
の
案
内
は
城
番
組
の
大
西
政
八
郎
と
柘
植
哲
三
郎
に
頼
ん
で
い
た
。

し
か
し
間
違
え
て
御
池
口
へ
行
っ
た
こ
と
に
よ
り
間
に
合
わ
ず
、
案
内
無
し
と
な
っ
た
。
東

大
手
門
で
下
乗
し
た
後
は
草
履
で
進
み
、
唐
門
の
前
よ
り
沓
に
履
き
替
え
、
玄
関
に
至
っ
た
。
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殿
上
之
間
（
遠
侍
）
は
、
上
の
方
が
大
名
詰
席
な
の
で
屏
風
で
仕
切
ら
れ
、
柳
間
や
雁
之

間
等
と
し
て
い
た
（
挿
図
１
）
。
四
つ
あ
る
仕
切
り
の
う
ち
南
端
の
一
間
に
御
一
人
が
着
座
し
、

専
正
と
近
藤
は
、
坊
主
（
表
坊
主
か
）
の
指
図
に
よ
り
殿
上
之
間
の
南
の
中
央
辺
り
に
座
っ

た
。
高
瀬
の
案
内
で
黒
書
院
や
そ
の
他
の
室
を
案
内
さ
れ
た
間
に
、
黒
書
院

）
44
（

と
そ
の
近
辺
は

全
て
狩
野
直
信
の
筆
で
あ
り
、
殿
上
の
間

）
45
（

近
辺
は
狩
野
探
幽
の
筆
と
伝
え
ら
れ
た
。

　
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
に
建
て
ら
れ
た
二
百
畳
の
間
は
、
控
え
室
と
し
て
用
い
ら
れ
た

（
挿
図
３
）
。
そ
の
部
屋
の
中
は
仕
切
ら
れ
て
、
他
の
寺
社
も
使
っ
て
お
り
、
池
坊
方
の
左
側

に
は
、
石
清
水
八
幡
宮
の
坊
舎
の
者
が
控
え
て
い
た
。
茶
の
給
仕
は
、
御
台
子
六
尺
に
加
え

て
御
掃
除
番
の
下
役
か
ら
も
受
け
た
。

　
鈴
木
よ
り
、
代
替
御
礼
に
お
い
て
一
連
の
披
露
（
紹
介
）
を
行
う
の
は
、
本
庄
宮
内
少
輔

（
道
美
）
で
あ
る
と
知
ら
さ
れ
た
。
代
替
御
礼
は
黒
書
院
で
行
わ
れ
た
（
挿
図
２
）
。
寺
社
の

参
加
者
は
全
て
黒
書
院
の
溜
の
間
（
牡
丹
の
間
）
の
入
り
口
、
す
な
わ
ち
蘇
鉄
の
間
に
集
ま

っ
た
。
こ
の
入
り
口
で
は
、
目
付
が
参
加
者
の
一
人
一
人
を
帳
面
で
確
認
し
、
一
人
ず
つ
溜

の
間
に
入
室
し
て
着
座
し
た
。
そ
の
次
に
町
人
が
入
室
し
た
。
四
月
二
九
日
に
東
町
奉
行
所

か
ら
示
さ
れ
た
書
付
の
通
り
、
溜
の
間
が
手
狭
で
あ
る
た
め
、
寺
社
と
町
人
が
一
緒
に
着
座

し
て
総
礼
を
し
た
。
松
平
定
敬
や
松
平
隠
岐
守
（
勝
成
）
等
に
よ
り
大
名
方
の
御
礼
が
あ
っ

た
。
泉
涌
寺
と
平
塚
総
検
校
は
、
大
名
と
同
じ
室
に
い
た
。

そ
の
後
、
寺
社
の
披
露
の
段
と
な
っ
て
、
黒
書
院
二
の
間
と
三
の
間
の
襖
が
左
右
に
開

き
将
軍
の
出
御
と
な
っ
た
。
全
て
の
寺
社
と
町
人
は
平
伏
し
、
紹
介
が
あ
っ
た
。
披
露
が
済

む
と
将
軍
は
退
き
、
襖
は
閉
め
ら
れ
た
。

代
替
御
礼
と
継
目
御
礼
の
準
備
と
参
加
に
当
た
っ
て
、
協
力
を
得
た
人
々
へ
の
礼
金
と

金
額
に
つ
い
て
は
、
一
覧
に
取
り
ま
と
め
ら
れ
た
［
チ
］
（
表
６
）
。
献
上
物
に
関
し
て
は
、

祝
儀
袋
の
挿
絵
が
描
か
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
二
条
城
で
の
代
替
御
礼
と
継
目
御
礼
に
つ
い
て
、
準
備
か
ら
当
日
、

事
後
の
挨
拶
ま
で
の
事
柄
等
が
、
対
人
関
係
や
時
間
の
推
移
ま
で
、
事
細
か
く
記
述
さ
れ
て

い
る
。

史
料
２

　[

池
坊
専
正
口
上
書]

　
池
坊
専
正
が
京
都
町
奉
行
宛
に
申
し
出
た
、
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
一
二
月
付
け
の
文

書
で
あ
る
。
家
茂
の
上
洛
の
節
に
は
迎
え
出
た
い
と
し
つ
つ
、
先
例
を
示
す
記
録
が
な
い
こ

と
も
あ
り
、
指
図
を
所
望
し
て
い
る
。
家
茂
が
一
度
目
に
上
洛
し
た
の
は
、
文
久
三
年
の
こ

と
で
あ
っ
た
。
こ
の
文
書
に
は
、
池
坊
専
正
の
署
判
が
あ
る
。
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
か
、

控
え
で
あ
っ
た
の
か
は
判
然
と
し
な
い
。

史
料
３

　[

鈴
木
宗
栄
書
状]

数
寄
屋
坊
主
の
鈴
木
宗
栄
か
ら
専
正
に
宛
て
た
、
元
治
元
年
四
月
二
六
日
付
け
の
手
紙

で
あ
る
。
代
替
御
礼
が
同
年
五
月
一
日
に
な
り
、
二
条
城
に
登
城
す
る
よ
う
伝
え
て
い
る
。

史
料
４

　[

田
中
直
右
衛
門
・
井
上
栄
次
郎
書
状]

　
御
殿
番
組
頭
の
田
中
直
右
衛
門
と
井
上
栄
次
郎
か
ら
近
藤
大
和
に
宛
て
た
、
元
治
元
年
四

月
二
七
日
付
け
の
手
紙
で
あ
る
。
代
替
御
礼
に
お
け
る
将
軍
へ
の
御
目
見
が
同
年
五
月
一
日

に
な
っ
た
こ
と
を
伝
え
る
。
追
伸
と
し
て
、
幕
府
側
と
の
一
連
の
や
り
取
り
は
、
表
向
き
に

は
寺
社
奉
行
を
通
し
て
行
っ
て
い
る
こ
と
を
断
っ
て
い
る
。

史
料
５

　[

高
瀬
友
益
書
状]

　
表
坊
主
の
高
瀬
友
益
か
ら
専
正
に
宛
て
た
、
元
治
元
年
四
月
二
七
日
付
け
の
手
紙
で
あ
る

）
46
（

。

史
料
６

　[

東
町
奉
行
所
証
文
方
書
付

（写）
、
池
坊
書
付

（写）]

東
町
奉
行
所
証
文
方
か
ら
専
正
に
宛
て
た
、
元
治
元
年
四
月
二
九
日
付
け
の
書
付
と
、

専
正
に
よ
る
そ
の
返
書
で
あ
る
。
証
文
方
は
、
同
日
の
九
ツ
時
（
正
午
）
に
東
町
奉
行
所
へ

来
る
よ
う
に
命
じ
、
専
正
が
了
承
の
旨
を
返
信
し
て
い
る
。

史
料
７

　[

東
町
奉
行
所
略
図]

　
前
掲
の
史
料
６
に
対
応
す
る
東
町
奉
行
所
の
略
図
で
あ
る

）
47
（

。
奉
行
所
内
の
玄
関
庭
や
建
物

内
の
概
略
と
共
に
、
番
方
ら
と
待
合
人
の
位
置
が
示
さ
れ
て
い
る
。

史
料
８

　[
高
瀬
友
益
書
状]

表
坊
主
高
瀬
友
益
か
ら
池
坊
方
に
向
け
て
出
さ
れ
た
、
元
治
元
年
四
月
二
九
日
付
け
の
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手
紙
で
あ
る
。
江
戸
城
に
お
け
る
前
例
を
踏
ま
え
つ
つ
、
代
替
御
礼
の
当
日
の
殿
中
に
お
け

る
行
動
や
位
置
、
頼
る
べ
き
担
当
者
等
に
つ
い
て
、
箇
条
書
き
で
仔
細
に
わ
た
り
伝
え
て
い

る
。

史
料
９

　
［
鈴
木
宗
栄
書
状]

数
寄
屋
坊
主
鈴
木
宗
栄
か
ら
池
坊
方
に
向
け
て
出
さ
れ
た
、
元
治
元
年
四
月
二
九
日
付

け
の
手
紙
で
あ
る
。
別
紙
が
添
付
さ
れ
て
い
た
が
、
返
却
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
本
史
料
に

は
含
ま
れ
て
い
な
い
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
別
紙
は
、
代
替
御
礼
の
当
日
の
着
服
に
つ
い
て

触
れ
ら
れ
て
い
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

史
料
10

　[

六
角
堂
池
坊
名
札]

四
枚
か
ら
な
る
名
札
で
あ
る
。
史
料
10
の
１
か
ら
３
に
は
、
代
替
御
礼
に
参
上
し
た
こ

と
に
つ
い
て
の
文
面
と
記
名
が
あ
る
。
史
料
10
の
４
は
記
名
の
み
で
あ
る
。
史
料
１
に
記
さ

れ
た
玄
関
へ
差
し
出
す
名
札[

シ]

が
こ
れ
で
あ
る
。

史
料
11

　[

五
月
朔
日
役
儀
御
礼
書
付]

　
元
治
元
年
五
月
一
日
に
代
替
御
礼
へ
参
加
し
た
武
士
や
寺
社
の
人
々
、
町
衆
な
ど
の
献
上

物
に
つ
い
て
列
挙
し
た
書
付
で
あ
る
。
史
料
１
に
お
け
る
御
礼
の
行
列
・
登
城
・
入
城
・
御

礼
の
事[

コ]

で
触
れ
た
代
替
御
礼
に
お
け
る
一
連
の
披
露
（
紹
介
）
と
対
応
し
て
い
る
。

史
料
12

　[

立
花
上
覧
例
書]

専
正
が
、
先
例
に
基
づ
き
代
替
御
礼
と
継
目
御
礼
に
伴
っ
て
立
花
上
覧
を
仰
出
さ
れ
た

時
の
た
め
の
例
書
き
で
あ
る
。
史
料
１
に
お
け
る
五
月
一
日
の
御
礼
、
同
二
日
の
廻
勤
、
立

花
上
覧
の
延
引
等
の
事[

ス]

で
触
れ
た
立
花
上
覧
の
た
め
に
準
備
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

史
料
13

　[

鈴
木
宗
栄
書
状]

　
数
寄
屋
坊
主
の
鈴
木
宗
栄
か
ら
池
坊
方
に
向
け
て
出
さ
れ
た
、
元
治
元
年
五
月
八
日
付
け

の
手
紙
で
あ
る
。
鈴
木
は
、
史
料
１
に
お
け
る
御
礼
の
行
列
・
登
城
・
入
城
・
御
礼
の
事
［
コ
］

で
、
代
替
御
礼
後
に
関
係
者
へ
挨
拶
廻
り
し
た
際
に
献
上
し
た
扇
子
箱
に
つ
い
て
、
不
手
際

が
あ
っ
た
よ
う
な
の
で
対
応
す
る
よ
う
に
申
し
伝
え
て
い
る
。

史
料
14

　[

池
坊
専
正
口
上
覚]

　
専
正
が
、
京
都
町
奉
行
所
宛
に
出
し
た
覚
書
で
あ
る
。
先
例
に
則
れ
ば
、
代
替
御
礼
の
後

に
は
、
時
服
を
拝
領
し
た
。
今
回
に
関
し
て
は
代
替
御
礼
の
二
ヶ
月
後
に
至
っ
て
も
沙
汰
が

な
か
っ
た
た
め
、
改
め
て
時
服
の
拝
領
を
願
い
出
て
い
る
。

三
　
結
び
に
代
え
て

　　
本
史
料
は
、
将
軍
家
茂
の
代
替
御
礼
と
池
坊
専
正
に
お
け
る
継
目
御
礼
に
参
加
す
る
上
で

の
準
備
、
当
日
、
事
後
に
つ
い
て
の
詳
細
を
取
り
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、

家
茂
の
二
度
目
の
京
都
滞
在
時
に
お
け
る
二
条
城
の
使
い
方
と
、
当
時
の
対
人
関
係
の
実
態

を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
特
に
二
之
丸
御
殿
に
つ
い
て
は
、
黒
書
院
と
遠
侍
、
現
在
は

失
わ
れ
た
二
百
畳
の
間
の
連
動
し
た
使
い
方
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
ま
た
、
儀
礼
に
お
け

る
室
や
座
位
、
御
殿
内
に
お
け
る
玄
関
番
・
表
坊
主
・
数
寄
屋
坊
主
等
の
役
割
分
担
に
つ
い

て
は
、
江
戸
城
の
実
態
と
の
照
合
や
比
較
が
今
後
の
課
題
と
な
る
。

池
坊
専
正
に
よ
る
二
条
城
で
の
立
花
上
覧
は
、
幕
末
の
混
乱
と
幕
府
の
終
焉
に
よ
っ
て

遂
に
行
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
家
茂
が
二
条
城
で
立
花
上
覧
を
受
け
た
場
合
、
い
か
な

る
形
に
な
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
今
や
知
る
由
も
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
池
坊
専
明
が

天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
に
江
戸
城
で
行
っ
た
立
花
上
覧
の
記
録
（
池
坊
総
務
所
所
蔵
「
御

朱
印
御
改
御
代
替
御
礼
参
府
記
」
）
等
を
参
考
に
す
れ
ば
、
推
定
の
範
囲
を
出
な
い
が
復
元

の
可
能
性
も
あ
る
。
そ
の
場
合
は
、
家
茂
の
上
洛
に
伴
う
二
条
城
二
之
丸
御
殿
の
改
修
に
つ

い
て
の
史
料
を
調
査
す
る
必
要
が
あ
る
。

こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
家
茂
の
上
洛
時
に
お
け
る
二
条
城
の
利
用
の
在
り
方

を
詳
し
く
伝
え
る
本
史
料
は
、
元
離
宮
二
条
城
の
本
質
的
価
値
を
考
え
る
上
で
重
要
で
あ
る

と
共
に
、
今
後
の
保
存
と
活
用
の
上
で
も
貴
重
か
つ
有
用
な
史
料
と
言
え
る
。

解説　華道家元池坊総務所蔵「御代替御礼継目御礼記録」

93



【
注
】

（
1
） 

一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
徳
川
一
三
代
将
軍
家
定
に
お
け
る
東
叡
山
（
寛
永
寺
）
へ
の
葬
送
は

安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
八
月
一
八
日
に
行
わ
れ
、
九
月
二
八
日
に
は
忌
明
け
を
迎
え

た
。
一
四
代
将
軍
家
茂
の
代
替
御
礼
は
、
一
〇
月
一
日
か
ら
三
日
間
に
わ
た
り
、
江
戸
城

に
お
い
て
近
親
者
を
は
じ
め
と
し
た
武
士
の
間
で
行
わ
れ
た
。
同
七
日
、
一
一
日
に
は

日
光
門
跡
や
増
上
寺
、
そ
の
他
の
寺
社
が
代
替
御
礼
へ
参
じ
た
。
将
軍
宣
下
は
、
一
二

月
一
日
に
行
わ
れ
た
（
徳
川
黎
明
会
編
『
徳
川
禮
典
録
』
、
原
書
房
、
一
九
八
二
年
、

一
二
二
・
一
五
九
・
一
六
八
～
一
七
二
・
一
九
五
頁
）
。

　
　
　
二
条
城
に
お
け
る
代
替
御
礼
は
、
何
ら
か
の
理
由
で
安
政
五
年
の
六
年
後
に
、
老
中
を

は
じ
め
と
す
る
幕
府
の
要
人
と
畿
内
の
人
々
（
一
部
の
儒
者
、
地
役
の
武
士
、
寺
社
、

町
衆
）
の
間
で
行
わ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

（
2
）

　
江
戸
時
代
に
は
、
将
軍
が
発
給
す
る
朱
印
状
に
よ
り
、
領
地
の
安
堵
を
得
て
い
た
寺
社
が

あ
っ
た
。
こ
の
領
地
の
安
堵
は
、
将
軍
の
代
替
わ
り
の
た
び
に
新
た
な
将
軍
か
ら
朱
印
状

の
発
給
を
受
け
る
か
た
ち
で
繰
り
返
さ
れ
た
。
そ
の
手
続
き
を
「
朱
印
改
」
あ
る
い
は
「
継

目
朱
印
」
と
い
っ
た
（
廣
瀬
史
彦
「
近
世
寺
社
の
朱
印
改
に
つ
い
て
の
記
録
に
関
す
る
書

誌
学
的
考
察
―
慈
廣
寺
文
書
の
記
録
を
事
例
と
し
て
―
」
駒
沢
史
学
会
編
『
駒
沢
史
学
』

六
二
号
、
二
〇
〇
四
年
、
七
九
頁
）
。

（
3
）

　
西
沢
淳
男
「
寺
社
の
将
軍
代
替
御
礼
と
殿
中
儀
礼
―
高
尾
山
薬
王
院
を
事
例
と
し
て
―
」
、

日
本
歴
史
学
会
編
『
日
本
歴
史
』
第
五
八
八
号
、
一
九
九
七
年
、
七
〇
～
七
九
頁
。

（
4
）

　
継
目
御
礼
の
記
録
と
し
て
は
、
真
言
宗
西
楽
寺
（
現
在
の
静
岡
県
袋
井
市
）
の
も
の
が

あ
る
（
「
中
遠
の
古
刹

　
真
言
宗
西
楽
寺

　
補
遺

　
代
替
御
礼
」
、
袋
井
市
歴
史
文
化
館
、

二
〇
二
一
年
）
。

（
5
）

　
元
治
元
年
五
月
一
日
に
二
条
城
に
お
い
て
代
替
御
礼
が
実
施
さ
れ
た
こ
と
は
、
以
下
の
史

料
か
ら
裏
付
け
ら
れ
る
。

〔
水
野
忠
精
幕
末
老
中
日
記
〕
（
大
口
勇
次
郎
監
修
『
水
野
忠
精
幕
末
老
中
日
記
』
第
七
巻
、
ゆ
ま
に
書
房
、

一
九
九
二
年
、
二
一
六
～
二
一
九
頁
）

五
月
朔
日

一
、
泊
よ
り
退
出
六
時
過
、

一
、
月
次
御
礼
無
之
、
不
時
御
礼
有
之
候
ニ
付
、
五
半
時 

帛
小
袖

麻
半
襠 

登
　
城
、

一
、
伺
泊
方
、

一
、
御
覚
雅

（
酒
井
忠
績
）

楽
殿
と
談
合
之
上
、
以
御
取
次
上
之
、

一
、
御
礼
書
之
内
、
病
気
不
参
之
書
付
以
泊
方
上
之
、

一
、
出
御
之
旨
泊
方
申
来
、
何
も
奥
江

廻
り
、
御
側
衆
催
ニ
而
、
二
之
間
御
椽
江

列
座
、

稲
葉
美

（

正

邦

）

濃
守

右
御
役
義
之
御
礼
、
御
礼
書
之
通
相
済
、
夫
ゟ
尚
又
御
側
衆
左
右
ニ
而
伺
会
尺
、
御

用
人
出
候
、

御
留
守
居

　
　
　
　
戸

一
橋
殿
家
老

田
能

（

氏

著

）

登
守

御
書
院
番
頭
次
席

大
目
付

一
橋
殿
家
老

戸
田
能
登
守
組
　
　
渡
辺
甲

（

孝

綱

）

斐
守

右
　
御
直
ニ
被

　
仰
含
之
、
何
れ
も

　
御
目
見
節
者
直
ニ
御
錠
口
通
り
、
御
黒
書
院

江

相
廻
り
、
御
杉
戸
江

列
居
、
雅
楽
殿
御
勝
手
江

着
座
、
無
程

　
出
御
、
松
平
越（

定

敬

）

中
守

始
御
礼
書
之
通
相
済
、

　
入
御
後
直
ニ
引
、

一
、
夫
ゟ
御
白
書
院
替
席
て
列
座
、
雅
楽
殿
両
度
ニ
申
達
、
銘
々
書
付
被
渡
之
、

水
戸
中

（

慶

篤

）

納
言
殿

名
代
大
場
弥
右
衛
門

御
国
事
格
別
尽
力
罷
在
候
ニ
付
、
正
三
位

　
御
推
叙
被

　
宣
下
旨
被

　
仰
出
候
間
、

被
叙
正
三
位
候
此
段
可
被
申
上
候
事
、

紀
伊
中

（

茂

承

）

納
言
殿

名
代
水
野
大（

忠

幹

）

炊
頭

今
度

　
御
上
洛

　
御
参

　
内
之
節
、
供
奉
被
相
勤
候
ニ
付
、
正
三
位

　
御
推
叙
被

　

宣
下
旨
被

　
仰
出
候
間
、
被
叙
正
三
位
候
、
此
段
可
被
申
上
候
事
、

夫
ゟ
同
所
縁
頬
替
席
江

列
座
、
同
人
被
申
渡
、
左
之
書
付
被
申
渡
之
、

上
杉
弾（

斉

憲

）

正
大
弼

名
代
戸
田
寛
十
郎

御
国
事
格
別
尽
力
有
之
候
ニ
付
、
従
四
位
上

　
御
推
叙
之
儀

　
御
所
江

被
　
仰
立
候

処
、
被

　
宣
下
旨
被

　
仰
出
候
間
、
従
四
位
上
被

　
仰
付
之
、

右
申
渡
拝
復
引
、

元離宮二条城歴史資料
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〔
佐
久
間
象
山
公
務
日
記
〕
（
信
濃
教
育
会
編
『
復
刻
象
山
全
集
』
巻
五
、
社
団
法
人
信
濃
教
育
会
出
版
部
、

一
九
七
五
年
、
七
四
九
頁
）

五
月
朔

　
微
雨

　
辰
下
牌
登
城
、
御
黒
書
院
御
入
側
に
て
初
て
大

（

徳

川

家

茂

）

樹
将
軍
に
拝
謁
す
、
訖

て
御
老
中
・
諸

（
所
）

司
代
・
若
年
寄
御
役
宅
廻
勤
、
未
下
牌
帰
宅
、

〔
光
明
寺
雑
記
〕
（
長
岡
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
長
岡
京
市
史

　
資
料
編
二
』
一
九
九
二
年
、
五
五
九
頁
）

元
治
紀
元
甲
子
正
月
十
五
日
、
大
樹
家

（
徳
川
）

茂
公
再
度
目
上
洛
ニ
付
、
三
月
廿
八
日
従
奉
行
所

書
附
到
来
、
栗
生
光
明
寺
右
今
般
御
上
洛
恐
悦
申
上
度
之
願
之
趣
相
伺
候
処
、
御
席
も
有

之
候
者
、
御
目
見
可
被
仰
付
旨
御
沙
汰
ニ
候
、
且
御
転
任
恐
悦
之
儀
者
先
例
も
無
之
儀
ニ
付
、

御
沙
汰
難
被
及
候
、
此
段
相
達
候
、
三
月
同
四
月
廿
九
日
栗
生
光
明
寺
、
右
明
朔
日
五
半

時
二
条
御
城
江

可
被
罷
出
作
法
宜
可
相
心
得
候
、
一
独
礼
等
相
願
候
者
も
有
之
候
得
共
人
数

多
、
且
者
御
在
京
中
御
間
狭
之
儀
ニ
付
在
之
候
間
、
御
略
式
ニ
而
御
礼
被
為
請
候
、
但
御

上
洛
拝
礼
之
心
得
ニ
而
可
罷
在
候
、
四
月
廿
九
日
委
曲
大
内
ニ
在
之
、
余
り
珍
事
故
筆
記

ス
之
也
、

（
6
）

　
池
坊
専
明
「
御
朱
印
御
改
御
代
替
御
礼
参
府
記
（
抄
）
」
（
静
岡
県
編
『
静
岡
県
史
』

一
九
九
一
年
、
三
五
三
頁
）。

（
7
）

　
前
掲
（
1
）
の
通
り
、
家
茂
の
代
替
御
礼
は
、
元
治
元
年
か
ら
遡
る
こ
と
六
年
前
の
安
政

五
年
に
、
江
戸
城
で
行
わ
れ
て
い
た
。

（
８
）

　
元
和
九
年
八
月
に
は
、
第
二
代
将
軍
秀
忠
と
第
三
代
家
光
に
対
し
て
、
八
朔
の
祝
儀
が
二

条
城
で
行
わ
れ
、諸
大
名
が
参
賀
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
「
慶
長
年
録
（
元
和
年
録
）
坤
」

（
国
立
公
文
書
蔵
）
で
は
、
「
八
朔
に
は
二
条
之
御
所
へ
御
祝
儀
之
御
目
見
得
」
と
あ
る
。

（
９
）

　
「
細
川
家
記
」
、
「
寛
永
日
記
」
ほ
か
（
京
都
市
文
化
市
民
局
元
離
宮
二
条
城
事
務
所
編
『
研

究
紀
要 

元
離
宮
二
条
城
』
第
一
号
、
二
〇
二
二
年
、
一
〇
一
～
一
〇
二
頁
）
。

（
10
）

　
前
掲
（
5
）
「
光
明
寺
雑
記
」
で
は
、
二
条
城
に
お
け
る
代
替
御
礼
に
つ
い
て
「
余
り
珍
事

故
筆
記
ス
之
也
」
と
の
感
想
が
示
さ
れ
て
い
る
。

（
11
）

　
京
都
市
中
京
区
堂
之
前
町
に
現
存
す
る
単
立
寺
院
。
か
つ
て
は
天
台
宗
に
属
し
た
。
華
道

発
祥
の
地
と
し
て
知
ら
れ
る
（
井
上
満
郎
、
『
国
史
大
事
典
』
〈
以
下
『
国
史
』
と
す
る
〉
）
。

（
12
）

　
池
坊
方
に
お
け
る
継
目
御
礼
は
、
六
角
堂
頂
法
寺
の
住
職
と
華
道
家
元
の
引
継
ぎ
を
意
味

し
た
。

（
13
）

　
細
川
武
稔
「
江
戸
東
京
歴
史
探
訪
第
九
回

　
将
軍
へ
の
立
花
上
覧
」（
日
本
華
道
社
『
華
道
』

二
〇
一
九
年
九
月
号
）。

（
14
）

　
池
坊
中
央
研
究
所
「
池
坊
歴
史
紀
行
第
一
三
回

　
江
戸
城
」
（
日
本
華
道
社
『
華
道
』

二
〇
一
五
年
一
月
号
）
。

（
15
）

　
麻
谷
老
愚
編
『
祠
曹
雑
識
』
所
収
「
池
坊
立
花
上
覧
例
」
は
、
寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）

四
月
六
日
に
、
池
坊
専
定
が
継
目
御
礼
の
た
め
に
江
戸
城
へ
赴
い
た
際
、
先
例
に
よ
り
立

花
上
覧
を
行
っ
た
こ
と
を
伝
え
る
。

〔
池
坊
立
花
上
覧
例
〕
（
内
閣
文
庫
蔵
）

池
坊
立
花

　
上
覧
ノ
近
例
ハ
寛
政
九
巳
年
ナ
リ
、
四
月
六
日
采
女
正
殿
へ
土
井

大
（

利

厚

）

炊
頭
ヨ
リ
、
京
六
角
堂
頂
法
寺
池
坊
継
目
御
礼
参
府
先
例
之
通
立
花

　
上
覧
願
之

通
被

　
仰
付
、
例
書
ニ
宝
暦
十
一
年
巳
年
四
月
廿
六
日

　
上
覧
之
義
被

　
仰
出
、
五

月
十
八
日
真
行
草
砂
物
四
瓶
上
覧
、
十
九
日
銀
十
枚
被
下
、
安
永
四
未
年
十
月
廿
日

　

上
覧
被

　
仰
出
、
廿
五
日
行
草
砂
物
三
瓶
下
指
ト
シ
テ
御
城
へ
罷
出
、
翌
廿
六
日
真

之
立
花
荒
拵
ヨ
リ
指
立
候
様
被

　
仰
出
立
調
入

　
上
覧
、
十
一
月
朔
日
銀
拾
五
枚
被

下
、
安
永
之
度
ハ
前
日
共
両
度
罷
出
候
故
、
拝
領
物
差
別
有
之
事
ト
心
得
タ
ル
趣
申

出
、
此
度
モ

　
上
覧
当
日
前
日
花
拵
、
先
格
之
通
門
弟
弐
人
為
手
伝
召
連
、
御
花
瓶
・

御
砂
鉢
・
御
花
台
等
拝
見
、

（
16
）

　
元
治
元
年
五
月
七
日
に
、
家
茂
が
二
条
城
か
ら
大
坂
城
へ
向
か
っ
た
こ
と
は
、
以
下
の
史

料
か
ら
裏
付
け
ら
れ
る
。

〔
南
紀
徳
川
史
〕
（
堀
内
信
編
『
南
紀
徳
川
史

　
第
三
冊
』
南
紀
徳
川
史
刊
行
会
、
一
九
三
一
年
、
六
〇
四
頁
）

五
月
七
日

公
方
様
京
都
御
発
駕
、
伏
見
よ
り
御
乗
船
、
即
日
大
坂
御
入
城
、

右
に
付
、
七
日
八
日
両
日
御
発
城
、
八
日
に
は
奥
に
て
緩
々
御
対
顔
、
御
懇
之

　
　

上
意
有
之
、
九
日
に
は
御
内
使
御
小
姓
頭
取
竹
田
越
前
守
を
以
御
袴
地
・
御
生
肴
・

御
菓
子
等
御
拝
領
、

〔
続
徳
川
実
記
〕
（
黒
板
勝
美
編
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
第
五
十
一
巻

　
続
徳
川
実
記

　
第
四
』
吉
川
弘
文
館
、

一
九
九
九
年
、
六
五
四
頁
）

九
日

　
御
着
坂
達
し
。
侍
医
叙
爵
。
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一
昨
七
日
京
都

　
御
発
駕
、
伏
見
よ
り

　
御
乗
船
、
大
坂
表
江

被
為

　
成
候
旨
、
去
ル
三

日
於

　
二
条
被

　
仰
出
候
、
此
段
向
々
江

可
被
達
候
、
（
以
下
略
）

（
17
）

　
家
茂
は
、
文
久
四
年
（
一
八
六
四
）
二
月
一
一
日
に
東
本
願
寺
（
京
都
市
下
京
区
）
の
枳

殻
邸
（
渉
成
園
）
へ
御
成
し
た
。
そ
の
際
に
池
坊
方
は
、
立
花
一
瓶
及
び
生
花
六
瓶
を
い

け
て
い
る
。
（
細
川
武
稔
「
論 

京
都
の
寺
院
に
咲
い
た
池
坊
の
い
け
ば
な
」、
『
中
外
日
報
』

二
〇
一
八
年
七
月
二
〇
日
）
。

（
18
）

　
将
軍
か
ら
賜
っ
た
衣
服
（
『
日
本
国
語
大
辞
典 

第
二
版
』
〈
以
下
、
『
日
国
』
と
す
る
〉
）
。

小
野
清
『
史
料
徳
川
幕
府
の
制
度
』（
人
物
往
来
社
、
一
九
六
八
年
、
二
六
三
～
二
六
五
）

に
詳
し
い
。

（
19
）

　
近
藤
春
彦
（
一
八
〇
八
～
八
二
）
は
、
幕
末
か
ら
明
治
初
期
に
活
躍
し
た
華
道
家
。
伊
予

国
小
松
藩
の
武
家
の
子
と
し
て
生
ま
れ
た
。
京
都
に
出
て
、
六
角
堂
頂
法
寺
に
住
み
込
ん

で
華
道
を
志
し
た
。
池
坊
専
明
と
専
正
と
い
う
二
代
の
家
元
に
仕
え
、
立
花
は
も
ち
ろ
ん

事
務
面
で
も
活
躍
し
た
。
名
乗
り
・
称
号
に
大
和
・
泰
輔
・
法
橋
な
ど
が
み
ら
れ
る
（
前

掲
〈
17
〉
）
。

（
20
）

　
所
司
代
・
町
奉
行
所
の
省
察
に
関
す
る
事
項
や
、
宿
証
文
・
女
切
手
（
手
形
）
の
発
行
、
浪
人
改
・

宗
門
改
・
鉄
砲
改
を
職
務
と
す
る
役
方
（
後
掲
〈
22
〉
）
（
安
国
良
一
「
町
奉
行
所
の
役
人
」
、

京
都
町
触
研
究
会
編
『
京
都
町
触
の
研
究
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
、
一
六
四
～
一
六
七

頁
）
。

（
21
）

　
京
都
市
歴
史
資
料
館
編
集
・
発
行
『
叢
書

　
京
都
の
史
料
６

　
京
都
武
鑑

　
下
』
二
〇
〇
四

年
、
一
七
頁
。

（
22
）

　
江
戸
幕
府
に
お
け
る
武
官
系
の
役
職
の
総
称
。
文
官
系
の
役
職
の
総
称
は
、
「
役
方
」
で
あ

る
（
大
石
学
編
『
江
戸
幕
府
大
事
典
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
九
年
、
九
八
一
・
九
九
八
頁
）
。

（
23
）

　
「
十
帖
一
本
」
と
は
、
江
戸
時
代
に
行
わ
れ
た
献
上
物
の
一
つ
。
鬼
杉
原
紙
（
お
に
す
ぎ
わ

ら
が
み
）
と
呼
ば
れ
る
播
磨
国
産
の
献
上
紙
を
一
束
（
一
〇
帖
）
と
し
、
扇
を
一
本
添
え

た
も
の
（
『
日
国
』
）
。
前
掲
（
18
）
『
史
料
徳
川
幕
府
の
制
度
』
（
三
〇
六
～
三
〇
七
頁
）
に

詳
し
い
。

（
24
）

　
地
方
か
ら
出
て
き
た
公
事
（
く
じ
／
訴
訟
）
の
当
事
者
（
公
事
人
）
が
宿
泊
し
た
宿
（
『
日
国
』
）
。

（
25
）

　
代
替
御
礼
で
は
、
寺
格
の
序
列
に
よ
っ
て
礼
式
の
資
格
が
独
礼
（
単
独
で
将
軍
へ
の
披
露

を
受
け
る
）
と
惣
礼
（
一
同
で
将
軍
へ
の
披
露
を
受
け
る
）
に
大
別
さ
れ
て
い
た
。
い
く

つ
か
の
寺
が
一
度
に
披
露
を
受
け
る
こ
と
を
惣
独
礼
と
い
っ
た
。
（
前
掲
〈
2
〉
、
七
一
～

七
三
頁
）
。

（
26
）

　
行
列
な
ど
の
先
導
を
す
る
人
（
『
日
国
』
）
。

（
27
）

　
主
人
・
主
君
の
供
を
す
る
侍
の
こ
と
（
『
日
国
』
）
。

（
28
）

　
貴
人
の
駕
籠
を
担
ぐ
人
足
の
こ
と
。
雑
役
人
の
こ
と
も
い
う
（
『
日
国
』
）
。

（
29
）

　
年
若
い
従
者
、
侍
あ
る
い
は
武
士
で
足
軽
よ
り
も
上
位
に
あ
っ
た
小
身
の
従
者
。（『
日
国
』
）
。

（
30
）

　
旅
行
用
の
行
李
（
こ
う
り
／
荷
物
）
の
一
種
（
『
日
国
』）
。

（
31
）

　
荷
物
を
運
搬
す
る
駄
馬
や
人
夫
を
引
き
連
れ
、
そ
の
指
揮
・
監
督
・
警
衛
に
当
た
る
役
目

の
人
（
『
日
国
』
）
。

（
32
）

　
駕
籠
か
き
人
足
の
か
し
ら
。
広
く
は
、
人
足
の
か
し
ら
の
こ
と
（
『
日
国
』
）
。

（
33
）

　
坊
主
と
は
江
戸
幕
府
の
職
制
の
一
つ
。
剃
髪
・
法
服
で
城
内
の
雑
役
に
従
っ
た
。
そ
の
う

ち
数
寄
屋
坊
主
は
、
数
寄
屋
頭
（
茶
道
頭
）
の
支
配
に
あ
り
、
挽
茶
を
調
達
し
て
、
御
三

家
等
の
喫
茶
を
取
り
扱
っ
た
（
深
井
雅
海
、
『
国
史
』
）
。

（
34
）

　
江
戸
幕
府
の
職
制
の
一
つ
で
あ
る
坊
主
の
う
ち
、
奥
坊
主
と
表
坊
主
は
同
朋
頭
の
支
配
を

受
け
た
。
そ
の
う
ち
表
坊
主
は
城
内
の
表
座
敷
を
管
理
し
、
主
な
職
務
は
大
名
や
諸
役
人

の
給
仕
で
あ
っ
た
（
深
井
雅
海
、『
国
史
』
）
。

（
35
）

　
二
之
丸
御
殿
式
台
の
南
側
に
設
け
ら
れ
た
三
〇
帖
六
間
、
廊
下
六
八
帖
の
建
築
で
あ
る
。
式

台
と
は
廊
下
で
接
続
し
て
い
た
。
南
東
角
に
は
便
所
が
付
属
し
た
。
家
茂
の
上
洛
の
た
め

に
増
築
さ
れ
た
建
築
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
挿
図
３
は
、
代
替
御
礼
の
際
に
待
合
所
と

し
て
使
わ
れ
て
い
た
状
況
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
文
久
二
年
に
描
か
れ
た
「
二
条
御
城

二
之
丸
御
殿
向
并
仮
建
物
絵
図
」（
元
離
宮
二
条
城
事
務
所
所
蔵
）
に
は
、
そ
の
記
載
が
あ
る
。

明
治
四
～
六
年
に
描
か
れ
た
と
み
ら
れ
る
「
二
条
離
宮
沿
革
附
図
所
収
、
二
条
城
府
庁
建

物
千
二
百
分
一
図
」
（
宮
内
庁
宮
内
公
文
書
館
）
で
は
確
認
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
明
治

時
代
の
最
初
ま
で
に
は
、
取
り
壊
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
前
掲
の
二
つ
の
図
は
、
『
史
跡

旧
二
条
離
宮
（
二
条
城
）
保
存
活
用
計
画
』（
二
〇
二
〇
年
）
の
資
料
３
に
掲
載
し
て
い
る
。

（
36
）

　
前
掲
（
28
）
の
後
者
と
同
様
。

（
37
）　
一
覧
の
廻
勤
先
が
実
際
の
行
程
に
基
づ
い
て
い
た
と
す
れ
ば
、
順
路
は
以
下
の
通
り
で
あ

っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

　
東
大
手
門
を
出
た
後
は
、
ま
ず
現
在
で
い
う
所
の
堀
川
通
を
北
行
し
、
竹
屋
町
通
を
西
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に
入
り
所
司
代
屋
敷
へ
と
至
っ
た
。
次
は
竹
屋
町
通
を
西
行
し
た
後
、
現
在
の
美
福
門
通

を
南
下
し
た
付
近
に
、
両
町
奉
行
所
が
あ
っ
た
。
そ
こ
か
ら
西
に
進
み
、
千
本
通
を
北
行

し
て
下
立
売
通
を
西
に
入
る
と
勝
厳
院
に
至
っ
た
。
下
立
売
通
を
さ
ら
に
西
行
し
、
七
本

松
通
を
北
に
進
ん
で
出
水
通
と
交
差
す
る
北
東
角
に
慈
眼
寺
は
あ
っ
た
。
仔
細
は
不
明
で

あ
る
が
、
出
水
通
七
本
松
か
ら
千
本
通
に
出
て
、
北
西
に
進
ん
だ
突
き
当
た
り
付
近
が
鷹

ヶ
峯
と
呼
ば
れ
る
地
域
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
は
、
先
述
の
東
西
の
町
奉
行
所
へ
と
戻
る
。

　
東
西
の
町
奉
行
所
か
ら
は
、
御
池
通
を
東
に
進
み
、
堀
川
通
で
南
下
し
て
六
角
通
に
至

っ
た
と
こ
ろ
に
亀
屋
が
あ
っ
た
。
続
い
て
堀
川
通
を
折
り
返
し
、
姉
小
路
通
を
東
に
入
っ

た
と
こ
ろ
に
栄
正
寺
が
あ
っ
た
。
姉
小
路
通
か
御
池
通
を
東
に
進
み
、
寺
町
通
を
北
に
上

が
っ
た
二
条
通
の
東
側
に
妙
満
寺
が
あ
っ
た
。

　
妙
満
寺
か
ら
は
、
南
西
に
移
動
し
て
東
洞
院
通
六
角
の
六
角
堂
頂
法
寺
に
戻
っ
た
と
み

ら
れ
る
。

（
38
）

　
元
治
元
年
の
京
都
市
内
を
描
い
た
地
図
「
洛
中
洛
外
町
々
小
名
大
成
京
細
見
絵
図
」
（
国
際

日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
蔵
）
に
は
、
京
都
所
司
代
下
屋
敷
の
位
置
に
「
千
本
屋
敷
」
と

記
さ
れ
て
い
る
。

（
39
）

　
上
京
区
下
立
売
通
千
本
西
入
稲
場
町
に
現
存
す
る
寺
院
。

（
40
）

　
上
京
区
出
水
通
下
七
本
松
東
入
七
番
町
に
現
存
す
る
寺
院
。

（
41
）

　
か
つ
て
姉
小
路
通
妹
辻
子
に
あ
っ
た
浄
土
真
宗
大
谷
派
の
末
寺
（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ

ン
タ
ー
『
平
安
人
物
誌
』
関
連
短
冊
人
物
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
三
八
三
）
。

（
42
）

　
か
つ
て
寺
町
二
条
下
町
を
寺
地
と
し
た
顕
本
法
華
宗
の
総
本
山
。
同
地
に
は
、
現
在
、
京

都
市
役
所
本
庁
舎
の
一
部
が
所
在
す
る
。
昭
和
四
三
年
（
一
九
六
八
）
に
現
在
の
左
京
区

岩
倉
幡
枝
町
へ
移
転
し
た
（
高
木
豊
『
国
史
』
）
。

（
43
）

　
江
戸
時
代
、
伏
見
稲
荷
大
社
の
本
願
所
（
勧
進
所
）
で
あ
っ
た
。
愛
染
寺
・
地
蔵
院
・
両

宝
院
・
地
福
院
と
も
称
さ
れ
た
（
菊
池
武
「
勧
進
と
本
願
及
び
聖
―
特
に
伏
見
稲
荷
大
社

本
願
所
に
つ
い
て
―
」
、
印
度
仏
教
学
会
『
印
度
仏
教
学
研
究
』
二
九
巻
二
号
、
一
九
八
一
年
、

六
二
六
～
六
二
七
頁
）
。

（
44
）

　
黒
書
院
障
壁
画
の
筆
者
に
つ
い
て
は
、
後
掲
（
45
）
に
挙
げ
た
す
べ
て
の
史
料
に
お
い
て

狩
野
尚
信
（
一
六
〇
七
～
五
〇
）
を
指
す
画
号
（
「
主
馬
」
ま
た
は
「
尚
信
」）
が
記
さ
れ

て
い
る
。
な
お
、
黒
書
院
の
障
壁
画
筆
者
は
尚
信
以
外
に
も
参
加
絵
師
が
想
定
さ
れ
て
い

る
（
武
田
恒
夫
「
障
壁
画
」
『
元
離
宮
二
条
城
』
小
学
館
、
一
九
七
四
年
な
ど
）
。

（
45
）　
遠
侍
障
壁
画
の
筆
者
に
つ
い
て
、
江
戸
時
代
中
期
以
降
に
作
成
さ
れ
た
指
図
や
文
書
の
記

録
を
列
挙
す
る
と
、
「
二
条
御
城
御
指
図
（
二
条
城
建
物
古
図
）
」
（
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
）

で
は
「
真
設
、
道
味
」
（
真
設
は
狩
野
真
説
甚
之
丞
（
一
五
八
三
～
一
六
二
八
）
と
解
さ
れ

る
）
、
「
二
条
御
城
中
御
本
丸
二
丸
御
殿
御
絵
間
数
之
覚
」
（
京
都
大
学
附
属
図
書
館
蔵
）
の

貼
付
文
書
で
は
「
山
楽
」
（
狩
野
山
楽
（
一
五
五
九
～
一
六
三
五
）
）、
「
御
城
内
御
本
丸
二

之
御
丸
御
殿
向
指
図
」
（
中
井
家
蔵
）
で
は
、「
筆
者
弟
子
」
と
な
っ
て
い
る
。
美
術
史
研

究
で
は
、
甚
之
丞
説
が
有
力
で
あ
る
（
土
居
次
義
「
障
壁
画
」
『
元
離
宮
二
条
城
』
小
学
館
、

一
九
七
四
年
な
ど
）
。
な
お
、
勅
使
之
間
、
遠
侍
一
之
間
か
ら
三
之
間
以
外
の
部
屋
に
つ
い

て
は
、
甚
之
丞
で
は
な
く
、
別
の
筆
者
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

（
46
）　
史
料
５
の
文
章
内
に
見
ら
れ
る
「
冫
」
の
よ
う
な
記
号
は
、
墨
引
き
と
呼
ば
れ
る
も
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
、
書
状
の
本
紙
を
巻
き
取
り
終
え
た
最
後
の
部
分
に
記
し
た
、
留
め
の
意

味
合
い
を
持
つ
×
印
の
跡
で
あ
る
。
巻
き
取
り
を
開
く
と
、
留
め
が
半
分
と
な
る
た
め
、「
冫
」

の
よ
う
に
な
る
。
史
料
８
も
同
じ
。

（
47
）

　
「
中
井
家
文
書
」
に
は
、京
都
東
町
奉
行
所
の
屋
敷
絵
図
が
遺
さ
れ
て
い
る
（
谷
直
樹
編
『
大

工
頭
中
井
家
建
築
指
図
集
―
中
井
家
所
蔵
本
―
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
八
年
、
七
六
頁
）
。

　
　
　
※
（
44
）
、
（
45
）
は
、
松
本
直
子
氏
が
作
成
し
た
。
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表３　例書に記された将軍と頂法寺の住職［オ］

代替御礼年月日 住職名

 家斉（文恭院）
 寛政九年四月 専　定

 文政五年二月 専　明

表４　封金の宛先一覧［ス］

名目・役職 氏名等 金

 献上物料 ―

―

二百疋

 献上物掛り 百疋宛二包

 御玄関番 百疋

 御掃除番  横尾惣五郎 〃

 御掃除番下役 ― 五十疋

 御台子六尺

 松井金一

 六人 二百疋

 表御坊主中間 ― 三百疋

表６　御礼金一覧［チ］

将軍名（諡号）

将軍名（諡号）

代替御礼年月日 住職名

 家重（惇信院）  延享三年六月 専　純

 家治（俊明院）  宝暦十一年六月 専　意

 家斉（文恭院）  寛政八年八月 専　定

 家慶（慎徳院）  天保九年四月 専　明

 家定（温恭院）  （延　引） 同　上

表２　例書に記された将軍と頂法寺の住職［エ］

名目・役職 氏名等 金

 御池屋敷与力 黒田小左衛門 三歩

 御池屋敷同心 柴田勇四郎   〃

 御池屋敷町代 奥田 二朱

 　　　　〃 樫木   〃

 献上物懸 ― 一歩

 　　　　〃 ― 〃

 御玄関番 松井金一   〃

 御掃除番 横尾惣五郎   〃

 御掃除番下役 ― 二朱

 御台子六尺 六人   二歩

 表御坊主中間 一四人 三歩

 表坊主 高瀬友益 〃

  　　　　〃 中嶋九慎   〃

 御数寄屋方 鈴木宗栄   〃

  　　　　〃 佐野宗眠   〃

 御徒士目附頭 清水畸太郎 一両一歩

栄二郎

田中直右衛門

  　　　　〃 井上栄次郎   一歩

 　　　　〃 〃   二歩

 ― 伊勢屋 一朱

伊勢屋　人足 銭三貫文

一五人 壱人二百文
ツヽ

 ―

御殿番   二歩

【
三
月
二
三
日
】

【
五
月
一
日
】

【
五
月
二
日
】

表５　五月二日の廻勤先一覧［ス］

名目・役職 氏名等 金

―

 鈴木宗栄 三百疋

　〃

　〃

　〃

二百疋

 佐野宗眠

 高瀬友益

 中島九慎

 田中直右衛門

 御数寄屋坊主

〃

〃

〃

 表坊主

 御殿番組頭

 井上栄次郎 ※

 ※ 井上栄次郎については、別途、心付金として二百
　　 疋が渡された。 

　〃

月
日

表２　例書に記された将軍と頂法寺の住職［エ］

表３　例書に記された将軍と頂法寺の住職［オ］

表４　封金の宛先一覧［ス］

表５　五月二日の廻勤先一覧［ス］

表６　御礼金一覧［チ］
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図１　二条城二之丸御殿平面図（華道家元池坊総務所蔵）

　史料１～ 14 と共に、華道家元池坊総務所によって関係性があるとみなされて「御代替御礼継目御礼記録」の

封筒に入れられた、二之丸御殿の平面図である。本図の左下の端（南西）には、二百畳の間が描かれている。
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二条城

京都所司代

二 条 城

東町奉行所

西町奉行所
妙 満 寺

栄 正 寺

六角堂頂法寺亀　屋

勝 願 院

慈 眼 寺

鷹 ヶ 峯

図２　代替御礼・継目御礼後の廻勤先

　代替御礼と継目御礼が終わった後、池坊方は老中等の旅宿と両町奉行所を回勤した。それらの位置を、元治元

年に作成された「洛中洛外町々小名大成京細見絵図」（版元者：竹原好兵衛〈京都〉）に記した。老中・酒井忠績

の旅宿「千本屋敷」は京都所司代の下屋敷と考えられる。

（「洛中洛外町々小名大成京細見絵図」を調製の上で使用〈所蔵・画像提供：国際日本文化研究センター〉）
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写真１　「御代替御礼継目御礼記録」封筒と史料１～ 14 の外観

写真２　「御代替御礼継目御礼記録」封筒　　 　 写真３　史料 1 表紙
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図３　「東海道一覧」（「国立国会図書館デジタルコレクション」より転載）

　「東海道一覧」は、江戸時代後期の画家で「江戸名所図会」等の挿絵を描いた長谷川雪旦（1778 ～ 1843）の編

集による、全３巻の横帖である。時代の記録は詳らかではないが、雪旦が活躍した江戸後期の二条城の北側周辺

を描いたとみられる、立面的な平面図（上）と鳥瞰図（下）である。画面右下（北側）から左下（南側）にかけ

て京都所司代、二条城の北門・東大手門が認められる。現存しない北東隅櫓や外堀の石垣上に建つ築地塀、竹屋

町口、三条口など細かい部分まで描かれている所が注目される。堀川と東堀川通りに架かる橋のあたり（二条口

か）の描写に、将軍家茂が大坂に向かうに当って、人々が見送りをした光景を想像することが出来る。（参考文献：

上田正昭ほか編『日本人名大辞典』講談社、2001）
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